
 

 

 

 

 

 

ご契約者様へ 

 

 

 

平成２２年度税制改正に伴い、「ご契約のしおり－定款・約款」に記載しておりま

す生命保険料控除に関する内容を変更しております。 

つきましては、ご一読のうえ、「ご契約のしおり－定款・約款」とあわせて保管い 

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

該当ページ 
対象のしおり種類 

ページ番号 項目番号 項目内容 

生きるチカラ Ｐ１１０ ２４ 

生きるチカラ(契約分割による保険契約一部転換制度用) Ｐ１０６ ２４ 

終身保険  Ｐ１１２ ２５ 

年金保険 Ｐ ８８ ２４ 

養老保険、暮しの保険  Ｐ ８５ ２３ 

メロディー、ＢＩＧ・ＹＯＵ Ｐ ７３ ２１ 

こどもの保険 Ｐ ５５ ２２ 

定期保険 Ｐ ７６ ２４ 

定期保険(医療保障プラン)  Ｐ ４６ １４ 

新逓増定期保険５０Ⅱ  Ｐ ５２ ２０ 

がん保険 Ｐ ４５ １７ 

総合医療保険 Ｐ ７３ ２０ 

医療保障保険（個人型） Ｐ ３１ １６ 

年金保険（銀行窓販用） Ｐ ５６ ２２ 

定期保険（銀行窓販用） Ｐ ５２ ２２ 

生命保険と税金について  

－生命保険料控除について

 

 ※該当ページの次の項目については、記載の変更はありません。 

  ■生命保険料控除の対象となるご契約 

  ■生命保険料控除の対象となる保険料 

  ■生命保険料控除のお手続き（生命保険料控除額の記載以外の項目） 

  ■生命保険料控除証明書は次のとおり送付いたします。 



 

○平成２２年度税制改正により、契約日が平成２４年１月１日以降のご契約については、改正後の

生命保険料控除制度が適用されます。改正後の生命保険料控除は、現行の一般生命保険料控除、

個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除に区分されます。 

※契約日が平成２３年１２月３１日以前となる場合は、「ご契約のしおり－定款・約款」に記載の生命保険料控

除が適用されます。ただし、平成２４年１月１日以降に契約転換や特約の更新等の保障内容の見直しが行われ

た場合は新制度が適用されます。 

 

  ■生命保険料控除の区分 

保険契約によって適用される生命保険料控除の区分が異なります。 

保険契約 

主契約 特約 
適用される生命保険料控除 

終身保険 

養老保険 

生存給付金付定期保険 

こども保険 

定期保険 

新逓増定期保険 

がん保険 

定期保険特約 

生活保障特約 

新生存給付金付定期保険特約 

３大疾病保障定期保険特約 

再発３大疾病保障定期保険特約 

疾病障がい保障定期保険特約 

介護保障定期保険特約 

一般生命保険料控除 

総合医療保険 

医療保障保険（個人型） 

総合医療特約 

新がん入院特約 

重度疾病保障特約 

新入院医療特約α 

こども新入院医療特約α 

通院特約α 

介護医療保険料控除 

年金保険 ＊ ― 個人年金保険料控除 

― 

特定損傷特約 

災害割増特約 

新傷害特約 

新災害入院特約α 

こども新災害入院特約α 

（生命保険料控除の対象外）

＊ 個人年金保険料税制適格特約が付加されている年金保険をいいます。個人年金保険料税制適格特約が

付加されていない場合は、一般生命保険料控除が適用されます。 

 

 ■生命保険料控除額 

一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除それぞれについて、所得から控除されます。 

 〔所得税の生命保険料控除額〕 

年間正味払込保険料 控除される金額 ＊ 

20,000 円以下のとき 全    額 

20,000 円をこえ 40,000 円以下のとき 正味払込保険料×1/2＋10,000 円 

40,000 円をこえ 80,000 円以下のとき 正味払込保険料×1/4＋20,000 円 

80,000 円をこえるとき 一律 40,000 円 

＊ 各生命保険料控除の合計適用限度額は、合計１２万円となります。 

 

〔住民税の生命保険料控除額〕 

年間正味払込保険料 控除される金額 ＊ 

12,000 円以下のとき 全    額 

12,000 円をこえ 32,000 円以下のとき 正味払込保険料×1/2＋6,000 円 

32,000 円をこえ 56,000 円以下のとき 正味払込保険料×1/4＋14,000 円 

56,000 円をこえるとき 一律 28,000 円 

＊ 各生命保険料控除の合計適用限度額は、合計７万円となります。 

 

 
 
 

[(登)日本 23-H-2653][登録年月日 H23.11.25](商品開発部 №0932) 


